
 

千葉県財務規則の一部を改正する規則の概要について 

 

 出 納 局 

 

１ 改正理由 

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する 

法律の施行（令和７年１２月１２日施行）に併せて建設業法施行令の一部を改正する政令

が施行され、条項ずれが発生したことに伴い、当該条項を引用している千葉県財務規則の

規定の整理を行ったものである。 

 

２ 改正内容 

 千葉県財務規則第１０８条第２項中「第６条」を「第５条の９」に改めた。 

 

３ 施行期日 

  令和７年１２月１２日 

  


